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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接着剤層と、
　半導体素子が搭載されるダイパッドと、前記ダイパッドよりも外側に形成されたボンデ
ィングパッドと、前記ボンディングパッドよりも外側に形成されたパッドとを含み、前記
接着剤層の上面に形成された配線層と、
　前記接着剤層の下面に形成された支持基板と、
　前記接着剤層及び前記支持基板の厚さ方向を貫通し、前記パッドの下面の一部を露出す
る貫通孔と、
　前記接着剤層及び前記支持基板の厚さ方向を貫通し、前記ダイパッドの下面の一部を露
出する貫通部と、
　前記貫通孔から露出された前記パッドの下面を被覆するとともに、前記貫通孔内を前記
支持基板の中途部まで埋め込んで前記接着剤層よりも厚く形成された第１金属層と、
　前記貫通部から露出された前記ダイパッドの下面を被覆するとともに、前記貫通部内を
前記支持基板の中途部まで埋め込んで前記接着剤層よりも厚く形成された第２金属層と、
を有し、
　前記支持基板は、前記接着剤層に剥離可能に接着されていることを特徴とする配線基板
。
【請求項２】
　前記接着剤層の上面に、前記接着剤層の上面及び前記パッドの上面及び側面を被覆する



(2) JP 6029873 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

ように形成されたソルダレジスト層を有することを特徴とする請求項１に記載の配線基板
。
【請求項３】
　前記接着剤層の前記配線層に対する接着力は、前記接着剤層の前記支持基板に対する接
着力よりも強いことを特徴とする請求項１又は２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記接着剤層は、加熱処理によって前記支持基板に対する接着力が低下する性質を有す
る接着剤であることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項５】
　上面に接着剤層が形成された支持基板を準備する工程と、
　前記支持基板及び前記接着剤層の厚さ方向を貫通する貫通孔及び貫通部を形成する工程
と、
　前記接着剤層の上面に金属箔を接着する工程と、
　前記金属箔上にマスク材を形成する工程と、
　電解めっき法により、前記貫通孔から露出された前記金属箔を被覆する第１金属層を形
成するとともに、前記貫通部から露出された前記金属箔を被覆する第２金属層を形成する
工程と、
　前記マスク材を除去する工程と、
　前記金属箔をパターニングし、前記貫通部によって前記支持基板及び前記接着剤層から
下面の一部が露出されるダイパッドと、前記ダイパッドよりも外側に形成されたボンディ
ングパッドと、前記ボンディングパッドよりも外側に形成され、前記貫通孔によって前記
支持基板及び前記接着剤層から下面の一部が露出されるパッドと、を有する配線層を形成
する工程と、を有し、
　前記第１金属層は、前記貫通孔から露出された前記パッドの下面を被覆するとともに、
前記貫通孔内を前記支持基板の中途部まで埋め込んで前記接着剤層よりも厚く形成され、
　前記第２金属層は、前記貫通部から露出された前記ダイパッドの下面を被覆するととも
に、前記貫通部内を前記支持基板の中途部まで埋め込んで前記接着剤層よりも厚く形成さ
れ、
　前記支持基板が前記接着剤層に剥離可能に接着されていることを特徴とする配線基板の
製造方法。
【請求項６】
　前記配線層を形成する工程の後に、
　前記接着剤層の上面に、前記接着剤層の上面及び前記パッドの上面及び側面を被覆する
ソルダレジスト層を形成する工程と、
　前記ソルダレジスト層及び前記支持基板をマスクとし、前記配線層を給電層とする電解
めっき法により、前記配線層及び前記第１金属層及び前記第２金属層を被覆するようにめ
っき層を形成する工程と、を有することを特徴とする請求項５に記載の配線基板の製造方
法。
【請求項７】
　前記金属箔を接着する工程は、加熱処理により前記接着剤層と前記金属箔とを接着する
工程を有し、
　前記接着剤層として、前記加熱処理により、前記支持基板に対する接着力が低下する接
着剤が用いられることを特徴とする請求項５又は６に記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　上面に接着剤層が形成された支持基板を準備する工程と、
　前記支持基板及び前記接着剤層の厚さ方向を貫通する貫通孔及び貫通部を形成する工程
と、
　前記接着剤層の上面に金属箔を接着する工程と、
　前記金属箔上にマスク材を形成する工程と、
　電解めっき法により、前記貫通孔から露出された前記金属箔を被覆する第１金属層を形



(3) JP 6029873 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

成するとともに、前記貫通部から露出された前記金属箔を被覆する第２金属層を形成する
工程と、
　前記マスク材を除去する工程と、
　前記金属箔をパターニングし、前記貫通部によって前記支持基板及び前記接着剤層から
下面の一部が露出されるダイパッドと、前記ダイパッドよりも外側に形成されたボンディ
ングパッドと、前記ボンディングパッドよりも外側に形成され、前記貫通孔によって前記
支持基板及び前記接着剤層から下面の一部が露出されるパッドと、を有する配線層を形成
する工程と、
　前記ダイパッド上に半導体素子を実装する工程と、
　前記半導体素子及び前記配線層を封止するように前記接着剤層の上面に封止樹脂を形成
する工程と、
　前記支持基板を前記接着剤層から剥離する工程と、
を有し、
　前記第１金属層は、前記貫通孔から露出された前記パッドの下面を被覆するとともに、
前記貫通孔内を前記支持基板の中途部まで埋め込んで前記接着剤層よりも厚く形成され、
　前記第２金属層は、前記貫通部から露出された前記ダイパッドの下面を被覆するととも
に、前記貫通部内を前記支持基板の中途部まで埋め込んで前記接着剤層よりも厚く形成さ
れることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板、配線基板の製造方法及び半導体装置の製造方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、マルチメディア機器を実現するためのキーテクノロジーであるＬＳＩ技術はデー
タ転送の高速化、大容量化に向かって着実に開発が進んでいる。これに伴って、ＬＳＩと
電子機器とのインタフェースとなる実装技術の高密度化が進められている。
【０００３】
　高密度実装に対応するパッケージ（半導体装置）としては、様々な構造が提案されてい
る。例えばリード端子の代わりにはんだボールの端子がパッケージの面上にグリッドアレ
イ（格子配列）に設けられたＢＧＡ（Ball Grid Array）タイプのパッケージがある。さ
らに、ＢＧＡタイプのパッケージとしては、パッケージ基材にポリイミドフィルム等のテ
ープ状基板を使用することにより高性能多ピン化を図ったＴＢＧＡ（Tape Ball Grid Arr
ay）タイプのパッケージも知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　図１３は、従来のＴＢＧＡタイプの半導体装置の一例を示している。図１３に示すよう
に、半導体装置１００は、配線基板１１０と、その配線基板１１０に実装された半導体素
子１２０と、その半導体素子１２０等を封止する封止樹脂１３０と、はんだボール１４０
とを有している。
【０００５】
　配線基板１１０では、テープ状基板１１１の片面上に接着剤層１１２が形成されている
。その接着剤層１１２上に、配線パターン１１３及びボンディングパッド１１４が形成さ
れるとともに、配線パターン１１３を被覆するソルダレジスト層１１５が形成されている
。このソルダレジスト層１１５上には、図示しない接着剤により半導体素子１２０が接着
されている。半導体素子１２０の電極パッド１２０Ｐは、ボンディングワイヤ１２２を介
して、ボンディングパッド１１４と電気的に接続されている。そして、これら半導体素子
１２０、ボンディングワイヤ１２２及びボンディングパッド１１４を封止するように、接
着剤層１１２上に封止樹脂１３０が形成されている。
【０００６】
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　また、テープ状基板１１１及び接着剤層１１２には、所要の箇所に複数の貫通孔１１２
Ｘが形成されている。各貫通孔１１２Ｘには、はんだボール１４０が搭載されている。そ
して、そのはんだボール１４０と上記配線パターン１１３とが電気的に接続されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１４９９２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、電子機器における小型化・薄型化が一層進み、半導体装置に対する小型化及
び薄型化の要請はさらに高まっている。しかしながら、このような要請に応えるために、
テープ状基板１１１を薄くすると、テープ状基板１１１の機械的強度が弱くなるため、製
造途中の半導体装置１００の取り扱いが困難になるという問題が生じる。すなわち、テー
プ状基板１１１を薄くすると、製造途中の半導体装置１００をハンドリングすることが困
難になる。このため、テープ状基板１１１の薄型化は難しく、半導体装置１００の薄型化
も難しい。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一観点によれば、接着剤層と、半導体素子が搭載されるダイパッドと、前記ダ
イパッドよりも外側に形成されたボンディングパッドと、前記ボンディングパッドよりも
外側に形成されたパッドとを含み、前記接着剤層の上面に形成された配線層と、前記接着
剤層の下面に形成された支持基板と、前記接着剤層及び前記支持基板の厚さ方向を貫通し
、前記パッドの下面の一部を露出する貫通孔と、前記接着剤層及び前記支持基板の厚さ方
向を貫通し、前記ダイパッドの下面の一部を露出する貫通部と、前記貫通孔から露出され
た前記パッドの下面を被覆するとともに、前記貫通孔内を前記支持基板の中途部まで埋め
込んで前記接着剤層よりも厚く形成された第１金属層と、前記貫通部から露出された前記
ダイパッドの下面を被覆するとともに、前記貫通部内を前記支持基板の中途部まで埋め込
んで前記接着剤層よりも厚く形成された第２金属層と、を有し、前記支持基板は、前記接
着剤層に剥離可能に接着されている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一観点によれば、製造工程におけるハンドリング性の低下を抑制しつつも、半
導体装置の薄型化を図ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】（ａ）は、第１実施形態の配線基板を示す概略平面図、（ｂ）は、（ａ）に示す
配線基板のＡ－Ａ概略断面図。なお、（ａ）は、（ｂ）に示した配線基板を上方から見た
平面図であり、パッドの数を減らして簡略化して図示している。また、（ａ）は、一部の
部材（めっき層等）の図示を省略している。
【図２】第１実施形態の半導体装置を示す概略断面図。
【図３】（ａ）～（ｅ）は、第１実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。なお
、（ａ）～（ｅ）は、図１（ａ）のＡ－Ａ線位置における配線基板の製造過程の断面構造
を示している。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。なお
、（ａ）～（ｄ）は、図１（ａ）のＡ－Ａ線位置における配線基板の製造過程の断面構造
を示している。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図６】第２実施形態の配線基板を示す概略断面図。
【図７】第２実施形態の半導体装置を示す概略断面図。
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【図８】（ａ）～（ｅ）は、第２実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図９】（ａ）～（ｄ）は、第２実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１１】（ａ）～（ｄ）は、第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図１２】変形例の発光装置を示す概略断面図。
【図１３】従来の半導体装置を示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して各実施形態を説明する。なお、添付図面は、特徴を分かりや
すくするために便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸
法比率などが実際と同じであるとは限らない。また、断面図では、各部材の断面構造を分
かりやすくするために、一部の部材のハッチングを省略している。
【００１３】
　（第１実施形態）
　以下、第１実施形態を図１～図５に従って説明する。
　（第１実施形態に係る配線基板の構造）
　図１（ｂ）に示すように、配線基板１は、シート状の支持基板１０と、接着剤層２０と
、配線層３０と、めっき層４１，４２と、ソルダレジスト層５０とを有している。
【００１４】
　支持基板１０としては、例えばテープ状基板を用いることができる。具体的には、支持
基板１０としては、例えばＰＩ（ポリイミド）フィルム、ＰＰＳ（ポリフェニレンサルフ
ァド）フィルム等の樹脂フィルムやガラス板等を用いることができる。図１（ａ）に示す
ように、支持基板１０の平面形状は、例えば矩形状に形成されている。この支持基板１０
の厚さは、例えば５０～７５μｍ程度とすることができる。
【００１５】
　図１（ｂ）に示すように、接着剤層２０は、支持基板１０の上面１０Ａに形成されてい
る。換言すると、支持基板１０は、接着剤層２０の下面２０Ｂ（第２の面）に形成されて
いる。接着剤層２０の上面２０Ａ（第１の面）には、配線層３０が形成されている。この
接着剤層２０は、配線層３０と支持基板１０とを接着する機能を有する。但し、接着剤層
２０は、支持基板１０に対して剥離可能な状態で接着されている。換言すると、上記支持
基板１０は、接着剤層２０に剥離可能に接着されている。その一方で、接着剤層２０は、
配線層３０に対して強固に接着されている。すなわち、接着剤層２０は、配線層３０に対
する接着強度が、支持基板１０に対する接着強度よりも強いという関係を満たすような接
着力を有する。したがって、接着剤層２０に対する配線層３０のピール強度が、接着剤層
２０に対する支持基板１０のピール強度よりも高くなる。例えば接着剤層２０に対する配
線層３０のピール強度が０．６ｋｇｆ／ｃｍ程度となるのに対し、接着剤層２０に対する
支持基板１０のピール強度が０．１５ｋｇｆ／ｃｍ程度となる。ここで、ピール強度とは
、対象物（ここでは、配線層３０又は支持基板１０）と絶縁層（ここでは、接着剤層２０
）との接着力を示す値（引き剥がし強度）のことである。このピール強度は、絶縁層から
対象物を引き剥がすように垂直に引っ張ったときに、幅１ｃｍの対象物を絶縁層から引き
剥がすために必要な力（ｋｇｆ／ｃｍ）で表わされ、この値が大きいほど、対象物と絶縁
層との接着力（密着強度）が高いことを示している。
【００１６】
　上記接着剤層２０の材料としては、例えばエポキシ系、ポリイミド系やシリコーン系等
の熱硬化性の接着剤を用いることができる。また、例えば接着剤層２０の材料として、加
熱処理によって樹脂材に対する接着力が低下する性質を有する接着剤を用いるようにして
もよい。この接着剤層２０の厚さは、例えば５～２０μｍ程度（好適には、１０～１２μ
ｍ程度）とすることができる。
【００１７】
　これら支持基板１０及び接着剤層２０には、所要の箇所（ここでは、９つ）に貫通孔２
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０Ｘが形成されている。貫通孔２０Ｘは、支持基板１０及び接着剤層２０の厚さ方向を貫
通し、配線層３０のパッド３１の下面３１Ｂの一部を露出するように形成されている。図
１（ａ）に示すように、貫通孔２０Ｘの平面形状は、例えば円形状に形成されている。貫
通孔２０Ｘの直径は、例えば２００～４００μｍ程度とすることができる。また、貫通孔
２０Ｘは、例えば平面視でアレイ状やマトリクス状に配置されている。
【００１８】
　配線層３０は、半導体素子６０（図２参照）が搭載される実装領域に形成された複数の
外部接続用のパッド３１と、上記実装領域よりも外側の領域に形成された複数のボンディ
ングパッド３２と、それらパッド３１とボンディングパッド３２とを電気的に接続する配
線パターン３３とを有している。例えば、配線層３０では、配線パターン３３の一端にパ
ッド３１が形成され、配線パターン３３の他端にボンディングパッド３２が形成されてい
る。これらパッド３１、ボンディングパッド３２及び配線パターン３３の材料としては、
例えば銅（Ｃｕ）又は銅合金を用いることができる。また、パッド３１、ボンディングパ
ッド３２及び配線パターン３３の厚さは、例えば１５～３０μｍ程度とすることができる
。
【００１９】
　各パッド３１は、貫通孔２０Ｘ上に形成されている、具体的には、各パッド３１は、平
面視で上記貫通孔２０Ｘと重なるように形成されている。また、各パッド３１の平面形状
は、例えば貫通孔２０Ｘと同様に円形状に形成されている。さらに、各パッド３１の平面
形状は、貫通孔２０Ｘの平面形状よりも大きく形成されている。このため、パッド３１の
下面３１Ｂの外周縁が接着剤層２０に接し、下面３１Ｂの残りの部分が貫通孔２０Ｘから
露出している。なお、各パッド３１の直径は、例えば２５０～４５０μｍ程度とすること
ができる。また、複数のパッド３１は、上記貫通孔２０Ｘと同様に、例えば平面視でアレ
イ状やマトリクス状に配置されている。
【００２０】
　図１（ｂ）に示した各パッド３１の下面３１Ｂは粗面化されており、微細な凹凸形状が
形成されている。そして、複数のパッド３１は、開口部３０Ｘによって互いに分離されて
いる。
【００２１】
　図１（ａ）に示すように、複数のボンディングパッド３２は、例えばソルダレジスト層
５０の外周縁（外形）に沿ってペリフェラル状に形成されている。各ボンディングパッド
３２の平面形状は、例えば長方形等の矩形状に形成されている。各ボンディングパッド３
２のサイズは、例えば１５０μｍ×１００μｍ程度とすることができる。これら複数のボ
ンディングパッド３２は、上記開口部３０Ｘによって互いに分離されている。なお、図１
（ｂ）に示すように、各ボンディングパッド３２の下面３２Ｂは粗面化されており、微細
な凹凸形状が形成されている。この下面３２Ｂ全面が接着剤層２０の上面２０Ａに接して
いる。
【００２２】
　めっき層４１は、貫通孔２０Ｘによって支持基板１０及び接着剤層２０から露出するパ
ッド３１の下面３１Ｂを被覆するように形成されている。このめっき層４１の下面４１Ｂ
には、はんだボールやリードピン等の外部接続端子６５（図２参照）が接続される。この
ようなめっき層４１の例としては、パッド３１の下面３１Ｂからニッケル（Ｎｉ）層／金
（Ａｕ）層を順に積層した金属層を挙げることができる。また、めっき層４１の例として
は、パッド３１の下面３１Ｂから、Ｎｉ層／パラジウム（Ｐｄ）層／Ａｕ層を順に積層し
た金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／銀（Ａｇ）層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ
層／Ａｕ層を順に積層した金属層を挙げることができる。ここで、上記Ｎｉ層はＮｉ又は
Ｎｉ合金からなる金属層、上記Ａｕ層はＡｕ又はＡｕ合金からなる金属層、Ｐｄ層はＰｄ
又はＰｄ合金からなる金属層、Ａｇ層はＡｇ又はＡｇ合金からなる金属層である。なお、
めっき層４１の厚さは、接着剤層２０の厚さよりも薄く形成されている。例えばめっき層
４１がＮｉ／Ａｕ層である場合には、Ｎｉ層の厚さを０．０５～１μｍ程度とすることが
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でき、Ａｕ層の厚さを０．１～１μｍ程度とすることができる。なお、パッド３１を被覆
するめっき層４１が形成される場合には、そのめっき層４１が外部接続用パッドとして機
能する。
【００２３】
　めっき層４２は、ボンディングパッド３２の表面（上面及び側面）を被覆するように形
成されている。このめっき層４２の例としては、例えばボンディングパッド３２の表面か
らＮｉ層／Ａｕ層を順に積層した金属層を挙げることができる。また、めっき層４２の例
としては、ボンディングパッド３２の表面から、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｕ層を順に積層した
金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層／Ａｕ
層を順に積層した金属層を挙げることができる。例えばめっき層４２がＮｉ／Ａｕ層であ
る場合には、Ｎｉ層の厚さを０．０５～１μｍ程度とすることができ、Ａｕ層の厚さを０
．１～１μｍ程度とすることができる。なお、ボンディングパッド３２を被覆するめっき
層４２が形成される場合には、そのめっき層４２がボンディングパッドとして機能する。
【００２４】
　ソルダレジスト層５０は、パッド３１を覆うように接着剤層２０の上面２０Ａ上に形成
されている。パッド３１の上面からソルダレジスト層５０の上面までの厚さは、例えば５
～１５μｍ程度とすることができる。ソルダレジスト層５０の材料としては、例えばエポ
キシ系又はアクリル系の絶縁性樹脂を用いることができる。
【００２５】
　（第１実施形態に係る半導体装置の構造）
　図２に示すように、半導体装置２は、上記配線基板１と、半導体素子６０と、封止樹脂
６３と、外部接続端子６５とを有している。但し、配線基板１の接着剤層２０からは図１
（ｂ）に示した支持基板１０が剥離されている。半導体装置２における接着剤層２０は、
完全に硬化しており、外部に露出する下面２０Ｂが接着性を有していない。また、接着剤
層２０は、例えば隣り合うめっき層４１（外部接続端子６５）を絶縁する絶縁層として機
能する。
【００２６】
　半導体素子６０は、接着剤６１によりソルダレジスト層５０の上面に接着されている。
半導体素子６０は、電極パッド６０Ｐを有している。この電極パッド６０Ｐは、ボンディ
ングワイヤ６２を介して、配線基板１のボンディングパッド３２（具体的には、めっき層
４２）と電気的に接続されている。換言すると、半導体素子６０は、配線基板１に対して
ワイヤボンディング実装されている。
【００２７】
　半導体素子６０の平面形状は、例えば正方形状に形成されている。半導体素子６０の大
きさは、例えば平面視で９ｍｍ×９ｍｍ程度とすることができる。半導体素子６０の厚さ
は、例えば５０～２００μｍ程度とすることができる。なお、半導体素子６０としては、
例えば発光ダイオード等の発光素子、ＩＣチップやＬＳＩチップなどを用いることができ
る。接着剤６１としては、例えばエポキシ系樹脂からなるダイアタッチフィルムやＡｇペ
ーストを用いることができる。また、ボンディングワイヤ６２としては、例えば金、銅や
アルミニウムなどの細線を用いることができる。
【００２８】
　封止樹脂６３は、半導体素子６０、ボンディングワイヤ６２、ボンディングパッド３２
及びめっき層４２等を被覆するように、接着剤層２０の上面２０Ａに形成されている。こ
の封止樹脂６３の材料としては、例えばエポキシ系の絶縁性樹脂を用いることができる。
例えば封止樹脂６３としては、トランスファーモールド法、コンプレッションモールド法
やインジェクションモールド法などにより形成されたモールド樹脂を用いることができる
。なお、接着剤層２０上に形成された封止樹脂６３の厚さは、例えば３００～４００μｍ
程度とすることができる。
【００２９】
　外部接続端子６５は、配線基板１のめっき層４１の下面４１Ｂに形成されている。この
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外部接続端子６５は、例えば図示しないマザーボード等の実装基板に設けられた外部接続
用パッドと電気的に接続される接続端子である。外部接続端子６５としては、例えばはん
だボールやリードピンを用いることができる。なお、本例では、外部接続端子６５として
はんだボールを用いている。
【００３０】
　（第１実施形態に係る配線基板の製造方法）
　次に、上記配線基板１の製造方法について説明する。
　図３（ａ）に示すように、まず、上面１０Ａに接着剤層２０が形成された支持基板１０
を準備する。このとき、支持基板１０としては、配線基板１及び半導体装置２が多数個取
れる大判の基板が使用される。例えば、支持基板１０及び接着剤層２０は、帯状に連なる
ものでリール間に巻回されて搬送される。但し、図３～図５においては、説明の便宜上、
１つの配線基板１及び半導体装置２となる一部分のみを示している。なお、上記接着剤層
２０は、例えば接着剤層２０となる樹脂フィルムの支持基板１０への積層や、接着剤層２
０となる液状樹脂やペースト状樹脂の支持基板１０への塗布などによって形成することが
できる。このような接着剤層２０となる樹脂としては、例えば熱硬化性の樹脂を用いるこ
とができる。また、本工程における接着剤層２０は、Ｂ－ステージ（半硬化状態）のもの
が使用される。
【００３１】
　次に、図３（ｂ）に示す工程では、接着剤層２０及び支持基板１０の所要の箇所に貫通
孔２０Ｘを形成する。この貫通孔２０Ｘは、例えばプレス加工やエッチング加工により形
成することができる。
【００３２】
　続いて、図３（ｃ）に示す工程では、接着剤層２０の上面２０Ａに配線層３０（図１（
ｂ）参照）となる金属箔７０を接着する。例えば接着剤層２０の上面２０Ａに金属箔７０
を熱圧着によりラミネートする。このとき、金属箔７０の下面７０Ｂを粗化し、その粗化
した下面７０Ｂを接着剤層２０の上面２０Ａに対向するように金属箔７０を接着剤層２０
にラミネートすることにより、金属箔７０と接着剤層２０との密着力を向上させることが
できる。続いて、上記ラミネート後に、例えば１５０～２００℃程度の温度雰囲気でキュ
ア（熱硬化処理）を行うことにより接着剤層２０を硬化させる。この接着剤層２０の硬化
により、金属箔７０が接着剤層２０に強固に接着される。このとき、接着剤層２０として
、例えば上記加熱処理（熱硬化処理）によって支持基板１０に対する接着力が低下する性
質を有する接着剤を用いるようにしてもよい。なお、金属箔７０としては、例えば銅箔を
用いることができる。その後、必要に応じて、機械研磨、化学機械研磨（ＣＭＰ：Chemic
al Mechanical Polishing）等により金属箔７０の上面７０Ａを研磨して平坦化するよう
にしてもよい。
【００３３】
　次いで、図３（ｄ）に示す工程では、金属箔７０の上面７０Ａ全面を覆うようにレジス
ト層７１を形成する。その後、図３（ｅ）に示す工程では、レジスト層７１の所要の箇所
に、図１（ｂ）に示した開口部３０Ｘの形状に対応した開口部７１Ｘを形成する。上記レ
ジスト層７１の材料としては、耐エッチング性がある材料を用いることができる。具体的
には、レジスト層７１の材料としては、感光性のドライフィルムレジスト又は液状のフォ
トレジスト（例えばノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドライフィルムレジストや液
状レジスト）等を用いることができる。例えば感光性のドライフィルムレジストを用いる
場合には、金属箔７０の上面７０Ａにドライフィルムを熱圧着によりラミネートし、その
ドライフィルムを露光・現像によりパターニングして上記開口部７１Ｘを有するレジスト
層７１を形成する。なお、液状のフォトレジストを用いる場合にも、同様の工程を経て、
開口部７１Ｘを有するレジスト層７１を形成することができる。
【００３４】
　次に、レジスト層７１をエッチングマスクとして、金属箔７０を上面７０Ａ側からエッ
チングして、図４（ａ）に示すように、パッド３１、ボンディングパッド３２及び配線パ
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ターン３３（図１（ａ）参照）、つまり配線層３０を形成する。具体的には、レジスト層
７１の開口部７１Ｘから露出された金属箔７０の上面７０Ａ側からエッチングし、金属箔
７０に開口部３０Ｘを形成する。この開口部３０Ｘの形成により、パッド３１、ボンディ
ングパッド３２及び配線パターン３３（図１（ａ）参照）が画定される。このように、配
線層３０はサブトラクティブ法によって形成される。なお、ウェットエッチング（等方性
エッチング）により金属箔７０をパターニングする場合には、そのウェットエッチングで
使用されるエッチング液は、金属箔７０の材質に応じて適宜選択することができる。例え
ば金属箔７０として銅箔を用いる場合には、エッチング液として塩化第二鉄水溶液を使用
することができ、金属箔７０の上面７０Ａ側からスプレーエッチングにて上記パターニン
グを実施することができる。
【００３５】
　その後、図４（ｂ）に示す工程では、図４（ａ）に示したレジスト層７１を例えばアル
カリ性の剥離液により除去する。
　次に、図４（ｃ）に示す工程では、全てのパッド３１の表面（上面及び側面）を覆うよ
うに接着剤層２０の上面２０Ａ上にソルダレジスト層５０を形成する。例えば印刷法によ
りペースト状の感光性樹脂を接着剤層２０の上面２０Ａに塗布することにより、接着剤層
２０の上面２０Ａ全面を覆うソルダレジスト層５０を形成する。その後、フォトリソグラ
フィ法によりソルダレジスト層５０を露光・現像し、ボンディングパッド３２等を露出す
る開口部５０Ｘを形成する。
【００３６】
　続いて、図４（ｄ）に示す工程では、ソルダレジスト層５０及び支持基板１０をめっき
マスクとして、配線層３０（パッド３１及びボンディングパッド３２等）に、その配線層
３０をめっき給電層に利用する電解めっき法を施す。具体的には、貫通孔２０Ｘによって
支持基板１０及び接着剤層２０から露出されたパッド３１の下面３１Ｂに電解めっき法を
施すことにより、その下面３１Ｂにめっき層４１を形成する。さらに、ソルダレジスト層
５０の開口部５０Ｘから露出されたボンディングパッド３２の表面に電解めっき法を施す
ことにより、そのボンディングパッド３２の表面（上面及び側面）を覆うようにめっき層
４２を形成する。なお、例えばめっき層４１，４２がＮｉ／Ａｕ層である場合には、電解
めっき法により、貫通孔２０Ｘ及び開口部５０Ｘから露出された配線層３０にＮｉ層とＡ
ｕ層を順に積層する。
【００３７】
　以上の工程により、図１に示した配線基板１を製造することができる。
　（第１実施形態に係る半導体装置の製造方法）
　次に、図５（ａ）に示す工程では、接着剤６１により、配線基板１のソルダレジスト層
５０の上面に半導体素子６０を接着する（ダイボンディング）。このとき、半導体素子６
０は、電極パッド６０Ｐの形成された面を上側にしてソルダレジスト層５０上に実装され
る。続いて、図５（ｂ）に示す工程では、半導体素子６０の電極パッド６０Ｐとボンディ
ングパッド３２（具体的には、めっき層４２）とをボンディングワイヤ６２によって電気
的に接続する（ワイヤボンディング）。
【００３８】
　次いで、図５（ｃ）に示す工程では、接着剤層２０の上面２０Ａに、半導体素子６０、
ボンディングワイヤ６２、ボンディングパッド３２及びめっき層４２等を封止するように
封止樹脂６３を形成する。封止樹脂６３の材料として熱硬化性を有したモールド樹脂を用
いる場合には、図５（ｂ）に示した構造体を金型内に収容し、金型内に圧力（例えば、５
～１０ＭＰａ）を印加し、流動化したモールド樹脂を導入する。その後、樹脂を例えば１
８０℃程度で加熱して硬化させることにより、封止樹脂６３を形成する。上記モールド樹
脂を充填する方法としては、例えばトランスファーモールド法、コンプレッションモール
ド法やインジェクションモールド法を用いることができる。なお、封止樹脂６３は、液状
の樹脂のポッティングにより形成することもできる。
【００３９】
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　次に、図５（ｄ）に示す工程では、図５（ｃ）に示した支持基板１０を接着剤層２０か
ら剥離する。例えば上記支持基板１０を接着剤層２０から機械的に剥離する。これにより
、製造過程における構造体の機械的強度を確保するために比較的厚く形成された支持基板
１０を配線基板１から除去することができるため、半導体装置２の薄型化を図ることがで
きる。また、先の工程で封止樹脂６３が形成されており、その封止樹脂６３によって図５
（ｄ）に示した構造体の機械的強度が十分に確保されているため、本工程において支持基
板１０を配線基板１から除去しても搬送時等のハンドリング性が損なわれることはない。
なお、支持基板１０が剥離された接着剤層２０は、完全に硬化しているため、接着性を有
さない。
【００４０】
　その後、めっき層４１の下面４１Ｂに外部接続端子６５（図２参照）を形成する。例え
ばめっき層４１の下面４１Ｂに、適宜フラックスを塗布した後、外部接続端子６５（ここ
では、はんだボール）を搭載し、２４０～２６０℃程度の温度でリフローして固定する。
そして、このように外部接続端子６５が形成された構造体の封止樹脂６３及び接着剤層２
０を個々の半導体装置２に対応する領域で切断することにより、図２に示した半導体装置
２を得ることができる。
【００４１】
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）支持基板１０を接着剤層２０に剥離可能に接着し、接着剤層２０上に封止樹脂６
３を形成した後に上記支持基板１０を接着剤層２０（配線基板１）から剥離するようにし
た。これにより、配線基板１全体の厚さ及び半導体装置２全体の厚さを支持基板１０の分
だけ薄くすることができ、配線基板１及び半導体装置２の薄型化を図ることができる。ま
た、封止樹脂６３によって製造途中の半導体装置２の機械的強度が十分に確保された後に
、配線基板１から支持基板１０が除去されるため、搬送時のハンドリング性が損なわれる
ことはない。さらに、封止樹脂６３の形成の前までは、支持基板１０によって機械的強度
が確保されているため、従来と同程度のハンドリング性を維持することができる。すなわ
ち、製造工程において従来と同程度のハンドリング性を維持しつつも、従来の半導体装置
２よりも薄型化を実現することができる。
【００４２】
　さらに言えば、支持基板１０は最終的に除去されるため、その支持基板１０を従来のテ
ープ状基板１１１よりも厚く形成した場合であっても半導体装置２が大型化することを抑
制できる。したがって、支持基板１０を従来のテープ状基板１１１よりも厚く形成するこ
とによって、封止樹脂６３の形成前までの製造工程におけるハンドリング性を従来よりも
向上させることができる。
【００４３】
　（２）ところで、従来の半導体装置１００において、その半導体装置１００に対する高
密度化の要請に伴って配線がファインピッチ化されると、貫通孔１１２Ｘの直径を小さく
する必要がある。しかし、貫通孔１１２Ｘの直径が小さくなると、はんだボール１４０と
配線パターン１１３との貫通孔１１２Ｘを介した電気的な接続信頼性が低下しやすくなる
。詳述すると、貫通孔１１２Ｘの直径を小さくする一方で、機械的強度を確保するために
テープ状基板１１１を比較的厚く形成していると、貫通孔１１２Ｘの下端のはんだボール
１４０が貫通孔１１２Ｘの上端の配線パターン１１３に届き難くなる。このようにはんだ
ボール１４０が配線パターン１１３に届いていない状態でリフローしても、はんだボール
１４０と配線パターン１１３とは正常に接合できない。
【００４４】
　そこで、配線パターン１１３の下面に銅等の導体からなるプラグめっきを施すことによ
り底上げしてはんだボール１４０と配線パターン１１３との電気的な接続信頼性を向上さ
せる技術も提案されている（例えば、特許文献１参照）。しかしながら、テープ状基板１
１１が厚い場合には、上記プラグめっきが厚めっきになるため、加工時間が長くなり、製
造コストが増大するという別の問題が生じる。
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【００４５】
　これに対し、本実施形態では、支持基板１０を除去した後に、接着剤層２０の貫通孔２
０Ｘから露出されるめっき層４１の下面４１Ｂに外部接続端子６５を形成するようにした
。このため、外部接続端子６５を形成する際には、支持基板１０が除去されており、貫通
孔２０Ｘの深さが浅くなっている。すなわち、外部接続端子６５を形成する際には、貫通
孔２０Ｘの開口端（下端）からめっき層４１の下面４１Ｂ（貫通孔２０Ｘの上端）までの
距離が短くなっている。このため、貫通孔２０Ｘを充填するように外部接続端子６５を好
適に形成することができ、パッド３１（めっき層４１）と外部接続端子６５との電気的な
接続信頼性を従来の半導体装置１００よりも向上させることができる。
【００４６】
　また、貫通孔２０Ｘ内にプラグめっきを形成することなく、パッド３１（めっき層４１
）と外部接続端子６５との高い接続信頼性を得ることができる。このため、加工時間が長
くなることを抑制し、製造コストが増大することを抑制しつつも、パッド３１と外部接続
端子６５との電気的な接続信頼性を向上することができる。
【００４７】
　（第２実施形態）
　以下、第２実施形態を図６～図１１に従って説明する。
　（第２実施形態に係る配線基板の構造）
　図６に示すように、配線基板１Ａは、シート状の支持基板１１と、接着剤層２１と、ダ
イパッド３６、ボンディングパッド３７及びパッド３８を有する配線層３５と、金属層８
１，８２と、めっき層４５，４６，４７と、ソルダレジスト層５１とを有している。
【００４８】
　支持基板１１としては、例えばテープ状基板を用いることができる。具体的には、支持
基板１１としては、例えばＰＩフィルム、ＰＰＳフィルム等の樹脂フィルムやガラス板等
を用いることができる。この支持基板１１の厚さは、例えば５０～７５μｍ程度とするこ
とができる。なお、支持基板１１は、例えば平面視矩形状に形成されている。
【００４９】
　接着剤層２１は、支持基板１１の上面１１Ａ上に形成されている。換言すると、支持基
板１１は、接着剤層２１の下面２１Ｂ（第２の面）に形成されている。接着剤層２１の上
面２１Ａ（第１の面）には、配線層３５（ダイパッド３６、ボンディングパッド３７及び
パッド３８）が形成されている。この接着剤層２１は、配線層３５と支持基板１１とを接
着する機能を有する。但し、接着剤層２１は、支持基板１１に対して剥離可能な状態で接
着されている。換言すると、上記支持基板１１は、接着剤層２１に剥離可能に接着されて
いる。その一方で、接着剤層２１は、配線層３５に対して強固に接着されている。すなわ
ち、接着剤層２１は、配線層３５に対する接着強度が、支持基板１１に対する接着強度よ
りも強いという関係を満たすような接着力を有する。したがって、接着剤層２１に対する
配線層３５のピール強度が、接着剤層２１に対する支持基板１１のピール強度よりも高く
なる。例えば接着剤層２１に対する配線層３５のピール強度が０．６ｋｇｆ／ｃｍ程度と
なるのに対し、接着剤層２１に対する支持基板１１のピール強度が０．１ｋｇｆ／ｃｍ程
度となる。
【００５０】
　上記接着剤層２１の材料としては、例えばエポキシ系、ポリイミド系やシリコーン系等
の熱硬化性の接着剤を用いることができる。また、例えば接着剤層２１の材料として、加
熱処理によって樹脂材に対する接着力が低下する性質を有する接着剤を用いるようにして
もよい。この接着剤層２１の厚さは、例えば５～２０μｍ程度（好適には、１０～１２μ
ｍ程度）とすることができる。
【００５１】
　これら支持基板１１及び接着剤層２１には、貫通部２１Ｘと、複数（図６では、４つ）
の貫通孔２１Ｙとが形成されている。貫通部２１Ｘは、支持基板１１及び接着剤層２１の
平面視略中央部、具体的には半導体素子６０（図７参照）が実装される実装領域となる支
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持基板１１及び接着剤層２１の厚さ方向を貫通するように形成されている。また、貫通部
２１Ｘは、ダイパッド３６の下面３６Ｂの一部を露出するように形成されている。なお、
貫通部２１Ｘの平面形状は、図示は省略するが、例えば矩形状に形成されている。
【００５２】
　貫通孔２１Ｙは、貫通部２１Ｘの周囲に位置する領域（つまり、実装領域よりも外側の
領域）の支持基板１１及び接着剤層２１の厚さ方向を貫通するように形成されている。ま
た、貫通孔２１Ｙは、パッド３８の下面３８Ｂの一部を露出するように形成されている。
なお、貫通孔２１Ｙの平面形状は、図示は省略するが、例えば円形状に形成されている。
貫通孔２１Ｙの直径は、例えば２００～４００μｍ程度とすることができる。また、貫通
孔２１Ｙは、例えば平面視で貫通部２１Ｘの外周縁に沿ってペリフェラル状に複数列に配
置されている。
【００５３】
　配線層３５は、上記実装領域に形成されたダイパッド３６と、上記貫通部２１Ｘと貫通
孔２１Ｙとの間に形成された接着剤層２１上に形成されたボンディングパッド３７と、ボ
ンディングパッド３７よりも外側の領域に形成された外部接続用のパッド３８とを有して
いる。これらダイパッド３６、ボンディングパッド３７及びパッド３８の材料としては、
例えば銅又は銅合金を用いることができる。また、ダイパッド３６、ボンディングパッド
３７及びパッド３８の厚さは、例えば１５～３０μｍ程度とすることができる。なお、配
線層３５は、ボンディングパッド３７とパッド３８とを電気的に接続する配線パターンを
有していてもよい。
【００５４】
　ダイパッド３６は、貫通部２１Ｘ上に形成されている。具体的には、ダイパッド３６は
、平面視で上記貫通部２１Ｘと重なるように形成されている。また、ダイパッド３６の平
面形状は、例えば貫通部２１Ｘと同様に矩形状に形成されている。さらに、ダイパッド３
６の平面形状は、貫通部２１Ｘの平面形状よりも大きく形成されている。このため、ダイ
パッド３６の下面３６Ｂの外周縁が接着剤層２１に接し、その下面３６Ｂの残りの部分が
貫通部２１Ｘから露出している。このダイパッド３６の下面３６Ｂは粗面化されており、
微細な凹凸形状が形成されている。
【００５５】
　複数のボンディングパッド３７は、例えばダイパッド３６の外周縁（外形）に沿ってペ
リフェラル状に形成されている。各ボンディングパッド３７の平面形状は、例えば長方形
等の矩形状に形成されている。各ボンディングパッド３７のサイズは、例えば１５０μｍ
×１００μｍ程度とすることができる。各ボンディングパッド３７の下面３７Ｂは粗面化
されており、微細な凹凸形状が形成されている。ボンディングパッド３７とダイパッド３
６とは、開口部３５Ｘによって互いに分離されている。
【００５６】
　各パッド３８は、貫通孔２１Ｙ上に形成されている。具体的には、各パッド３８は、平
面視で上記貫通孔２１Ｙと重なるように形成されている。各パッド３８の平面形状は、例
えば貫通孔２１Ｙと同様に円形状に形成されている。さらに、各パッド３８の平面形状は
、貫通孔２１Ｙの平面形状よりも大きく形成されている。このため、各パッド３８の下面
３８Ｂの外周縁が接着剤層２１に接し、その下面３８Ｂの残りの部分が貫通孔２１Ｙから
露出している。なお、各パッド３８の直径は、例えば２５０～４５０μｍ程度とすること
ができる。また、複数のパッド３８は、上記貫通孔２１Ｙと同様に、例えば平面視でダイ
パッド３６の外周縁に沿ってペリフェラル状に複数列に配置されている。
【００５７】
　各パッド３８の下面３８Ｂは粗面化されており、微細な凹凸形状が形成されている。そ
して、複数のパッド３８は、開口部３５Ｘによって互いに分離されている。
　金属層８１（第１金属層）は、貫通孔２１Ｙにより支持基板１１及び接着剤層２１から
露出されたパッド３８の下面３８Ｂを被覆するように形成されている。また、金属層８２
（第２金属層）は、貫通部２１Ｘにより支持基板１１及び接着剤層２１から露出されたダ
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イパッド３６の下面３６Ｂを被覆するように形成されている。これら金属層８１，８２は
、接着剤層２１の下面２１Ｂから突出するように形成されている。すなわち、金属層８１
，８２の厚さは、接着剤層２１よりも厚く形成されている。具体的には、金属層８１，８
２の厚さは、例えば１０～２５μｍ程度とすることができる。また、金属層８１，８２の
材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる。
【００５８】
　めっき層４５は、金属層８１の下面を被覆するように形成されている。これらめっき層
４５及び金属層８１は、当該配線基板１Ａをマザーボード等の実装基板に実装する際の外
部接続端子として機能する。一方、めっき層４６は、金属層８２の下面を被覆するように
形成されている。これらめっき層４６及び金属層８２は、ダイパッド３６上に実装される
半導体素子６０（図７参照）から発生する熱を放熱するための放熱板として機能する。こ
れらめっき層４５，４６の例としては、金属層８１，８２の下面からＮｉ層／Ａｕ層を順
に積層した金属層を挙げることができる。また、めっき層４５，４６の例としては、金属
層８１，８２の下面から、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｕ層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ
層／Ａｇ層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層／Ａｕ層を順に積層した金属
層を挙げることができる。例えばめっき層４５，４６がＮｉ／Ａｕ層である場合には、Ｎ
ｉ層の厚さを０．０５～１μｍ程度とすることができ、Ａｕ層の厚さを０．１～１μｍ程
度とすることができる。
【００５９】
　めっき層４７は、ダイパッド３６の表面（上面及び側面）及びボンディングパッド３７
の表面（上面及び側面）を被覆するように形成されている。このめっき層４７の例として
は、例えばダイパッド３６及びボンディングパッド３７の表面からＮｉ層／Ａｕ層を順に
積層した金属層を挙げることができる。また、めっき層４７の例としては、ダイパッド３
６及びボンディングパッド３７の表面から、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｕ層を順に積層した金属
層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層／Ａｕ層を
順に積層した金属層を挙げることができる。めっき層４７が例えばＮｉ／Ａｕ層である場
合には、Ｎｉ層の厚さを０．０５～１μｍ程度とすることができ、Ａｕ層の厚さを０．１
～１μｍ程度とすることができる。なお、めっき層４７が形成される場合には、ダイパッ
ド３６を被覆するめっき層４７がダイパッドとして機能し、ボンディングパッド３７を被
覆するめっき層４７がボンディングパッドとして機能する。
【００６０】
　ソルダレジスト層５１は、パッド３８を覆うように接着剤層２１の上面２１Ａ上に形成
されている。パッド３８の上面からソルダレジスト層５１の上面までの厚さは、例えば５
～１５μｍ程度とすることができる。ソルダレジスト層５１の材料としては、例えばエポ
キシ系又はアクリル系の絶縁性樹脂を用いることができる。
【００６１】
　（第２実施形態に係る半導体装置の構造）
　図７に示すように、半導体装置２Ａは、上記配線基板１Ａと、半導体素子６０と、封止
樹脂６３とを有している。但し、配線基板１Ａの接着剤層２１からは図６に示した支持基
板１１が剥離されている。半導体装置２Ａにおける接着剤層２１は、完全に硬化しており
、外部に露出する下面２１Ｂが接着性を有していない。また、接着剤層２１は、例えば隣
り合う金属層８１間、及び隣り合う金属層８１，８２間を絶縁する絶縁層として機能する
。なお、図７は、半導体装置２Ａがマザーボード等の実装基板８５に実装された状態を示
している。
【００６２】
　半導体素子６０は、接着剤６１によりダイパッド３６（具体的には、ダイパッド３６の
上面に形成されためっき層４７）上に接着されている。半導体素子６０の電極パッド６０
Ｐは、ボンディングワイヤ６２を介して、配線基板１Ａのボンディングパッド３７（具体
的には、ボンディングパッド３７の上面に形成されためっき層４７）と電気的に接続され
ている。換言すると、半導体素子６０は、配線基板１Ａに対してワイヤボンディング実装
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されている。
【００６３】
　封止樹脂６３は、半導体素子６０、ボンディングワイヤ６２、ダイパッド３６、ボンデ
ィングパッド３７及びめっき層４７等を被覆するように、接着剤層２１の上面２１Ａ上に
形成されている。
【００６４】
　金属層８１及びめっき層４５は、例えばはんだ８６を介して、実装基板８５に設けられ
た外部接続用パッドと電気的に接続される。また、金属層８２及びめっき層４６は、例え
ばはんだ８７を介して、放熱用の配線層と熱的に接続される。
【００６５】
　このように、半導体装置２Ａは、ＬＧＡ（Land Grid Array）タイプの半導体装置（パ
ッケージ）であり、その配線基板１Ａ（インターポーザ）が薄型化された構造を有してい
る。
【００６６】
　（第２実施形態に係る配線基板の製造方法）
　次に、上記配線基板１Ａの製造方法について説明する。
　図８（ａ）に示すように、まず、上面１１Ａに接着剤層２１が塗布された支持基板１１
を準備する。このとき、支持基板１１としては、配線基板１Ａ及び半導体装置２Ａが多数
個取れる大判の基板が使用される。例えば、支持基板１１及び接着剤層２１は、帯状に連
なるものでリール間に巻回されて搬送される。但し、図８～図１１においては、説明の便
宜上、１つの配線基板１Ａ及び半導体装置２Ａとなる一部分のみを示している。なお、上
記接着剤層２１は、例えば接着剤層２１となる樹脂フィルムの支持基板１０への積層や、
接着剤層２１となる液状樹脂やペースト状樹脂の支持基板１０への塗布などによって形成
することができる。このような接着剤層２１となる樹脂としては、例えば熱硬化性の樹脂
を用いることができる。また、本工程における接着剤層２１は、Ｂ－ステージ（半硬化状
態）のものが使用される。
【００６７】
　次に、図８（ｂ）に示す工程では、接着剤層２１及び支持基板１１の所要の箇所に貫通
部２１Ｘ及び貫通孔２１Ｙを形成する。これら貫通部２１Ｘ及び貫通孔２１Ｙは、例えば
プレス加工やエッチング加工により形成することができる。
【００６８】
　続いて、図８（ｃ）に示す工程では、接着剤層２１の上面２１Ａに配線層３５（図６参
照）となる金属箔７５を接着する。例えば接着剤層２１の上面２１Ａに金属箔７５を熱圧
着によりラミネートする。このとき、金属箔７５の下面７５Ｂを粗化し、その粗化した下
面７５Ｂを接着剤層２１の上面２１Ａに対向するように金属箔７５を接着剤層２１にラミ
ネートすることにより、金属箔７５と接着剤層２１との密着力を向上させることができる
。続いて、上記ラミネート後に、例えば１５０～２００℃程度の温度雰囲気でキュア（熱
硬化処理）を行うことにより接着剤層２１を硬化させる。この接着剤層２１の硬化により
、金属箔７５が接着剤層２１に強固に接着される。このとき、接着剤層２１として、例え
ば上記加熱処理（熱硬化処理）によって支持基板１０に対する接着力が低下する性質を有
する接着剤を用いるようにしてもよい。なお、金属箔７５としては、例えば銅箔を用いる
ことができる。その後、必要に応じて、機械研磨、化学機械研磨（ＣＭＰ：Chemical Mec
hanical Polishing）等により金属箔７５の上面７５Ａを研磨して平坦化するようにして
もよい。
【００６９】
　次いで、図８（ｄ）に示す工程では、金属箔７５の上面７５Ａ全面を覆うようにマスク
材７６を形成する。マスク材７６の材料としては、耐めっき性がある材料を用いることが
できる。例えばマスク材７６としては、マスキングテープやレジスト層を用いることがで
きる。マスキングテープの材料としては、例えば塩化ビニルやＰＥＴフィルムを用いるこ
とができる。例えばマスク材７６としてマスキングテープを用いる場合には、金属箔７５
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上にマスキングテープを貼り付けることにより上記マスク材７６を形成することができる
。なお、この場合のマスク材７６（マスキングテープ）は、後工程において金属箔７５か
ら容易に剥離できる状態で仮接着される。
【００７０】
　次に、図８（ｅ）に示す工程では、支持基板１１及びマスク材７６をめっきマスクとし
て、金属箔７５に、その金属箔７５をめっき給電層に利用する電解めっき法（ここでは、
電解銅めっき法）を施す。具体的には、貫通孔２１Ｙによって支持基板１１及び接着剤層
２１から露出された金属箔７５の下面７５Ｂに電解めっき法を施すことにより、その下面
７５Ｂに金属層８１を形成する。また、貫通部２１Ｘによって支持基板１１及び接着剤層
２１から露出された金属箔７５の下面７５Ｂに電解めっき法を施すことにより、その下面
７５Ｂに金属層８２を形成する。これら金属層８１，８２は、接着剤層２１よりも厚く形
成され、それら金属層８１，８２の下面が接着剤層２１の下面２１Ｂよりも下方に突出さ
れる。
【００７１】
　続いて、図９（ａ）に示す工程では、図８（ｅ）に示したマスク材７６を除去する。例
えばマスク材７６としてマスキングテープを用いる場合には、金属箔７５からマスク材７
６（マスキングテープ）を機械的に剥離する。
【００７２】
　次いで、図９（ｂ）に示す工程では、金属箔７５の上面７５Ａ全面を覆うようにレジス
ト層７７を形成する。その後、図９（ｃ）に示す工程では、レジスト層７７の所要の箇所
に、図６に示した開口部３５Ｘの形状に対応した開口部７７Ｘを形成する。レジスト層７
７の材料としては、上記レジスト層７１と同様の材料を用いることができる。例えば感光
性のドライフィルムレジストを用いる場合には、金属箔７５の上面７５Ａにドライフィル
ムを熱圧着によりラミネートし、そのドライフィルムを露光・現像によりパターニングし
て上記開口部７７Ｘを有するレジスト層７７を形成する。
【００７３】
　次に、図９（ｄ）に示す工程では、図４（ａ）に示した工程と同様の製造工程により、
レジスト層７７をエッチングマスクとして、金属箔７５を上面７５Ａ側からエッチングし
て、ダイパッド３６、ボンディングパッド３７及びパッド３８（つまり、配線層３５）を
形成する。具体的には、レジスト層７７の開口部７７Ｘから露出された金属箔７５の上面
７５Ａ側からエッチングし、金属箔７５に開口部３５Ｘを形成する。この開口部３５Ｘの
形成により、ダイパッド３６、ボンディングパッド３７及びパッド３８が画定される。
【００７４】
　その後、図１０（ａ）に示す工程では、図９（ｄ）に示したレジスト層７７を例えばア
ルカリ性の剥離液により除去する。
　次に、図１０（ｂ）に示す工程では、図４（ｃ）に示した工程と同様の製造工程により
、全てのパッド３８の表面（上面及び側面）を覆うように接着剤層２１の上面２１Ａ上に
ソルダレジスト層５１を形成する。
【００７５】
　続いて、図１０（ｃ）に示す工程では、ソルダレジスト層５１及び支持基板１１をめっ
きマスクとして、ダイパッド３６、ボンディングパッド３７及び金属層８１，８２に、配
線層３５（及び金属層８１，８２）をめっき給電層に利用する電解めっき法を施す。具体
的には、貫通孔２１Ｙによって支持基板１１及び接着剤層２１から露出された金属層８１
の下面８１Ｂに電解めっき法を施すことにより、その下面８１Ｂにめっき層４５を形成す
る。また、貫通部２１Ｘによって支持基板１１及び接着剤層２１から露出された金属層８
２の下面８２Ｂに電解めっき法を施すことにより、その下面８２Ｂにめっき層４６を形成
する。さらに、ソルダレジスト層５１から露出されたダイパッド３６及びボンディングパ
ッド３７の表面に電解めっき法を施すことにより、それらダイパッド３６及びボンディン
グパッド３７の表面（上面及び側面）を覆うようにめっき層４７を形成する。
【００７６】
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　以上の工程により、図６に示した配線基板１Ａを製造することができる。
　（第２実施形態に係る半導体装置の製造方法）
　次に、図１１（ａ）に示す工程では、接着剤６１により、ダイパッド３６を被覆するめ
っき層４７上に半導体素子６０を接着する。続いて、図１１（ｂ）に示す工程では、半導
体素子６０の電極パッド６０Ｐとボンディングパッド３７を被覆するめっき層４７とをボ
ンディングワイヤ６２によって電気的に接続する。
【００７７】
　次いで、図１１（ｃ）に示す工程では、接着剤層２１の上面２１Ａに、半導体素子６０
、ボンディングワイヤ６２、ダイパッド３６、ボンディングパッド３７及びめっき層４７
等を封止するように封止樹脂６３を形成する。封止樹脂６３の材料として熱硬化性を有し
たモールド樹脂を用いる場合には、図１１（ｂ）に示した構造体を金型内に収容し、金型
内に圧力（例えば、５～１０ＭＰａ）を印加し、流動化したモールド樹脂を導入する。そ
の後、樹脂を例えば１８０℃程度で加熱して硬化させることにより、封止樹脂６３を形成
する。
【００７８】
　次に、図１１（ｄ）に示す工程では、図１１（ｃ）に示した支持基板１１を接着剤層２
１から剥離する。例えば上記支持基板１１を接着剤層２１から機械的に剥離する。そして
、図１１（ｄ）に示した構造体の封止樹脂６３及び接着剤層２１を個々の半導体装置２Ａ
に対応する領域で切断することにより、図７に示した半導体装置２Ａを得ることができる
。
【００７９】
　以上説明した実施形態によれば、第１実施形態の（１）の効果に加えて以下の効果を奏
する。
　（３）貫通孔２１Ｙ及び貫通部２１Ｘに形成した金属層８１，８２を接着剤層２１より
も厚く形成するようにした。これにより、金属層８１，８２の下面８１Ｂ，８２Ｂが接着
剤層２１の下面２１Ｂよりも下方に突出され、それら金属層８１，８２の下面８１Ｂ，８
２Ｂをパッド（外部接続端子）として利用することができる。このため、金属層８１，８
２の下面８１Ｂ，８２Ｂ（又はめっき層４５，４６の下面）にはんだボール等の外部接続
端子を形成する場合に比べて半導体装置２Ａ全体を薄型化することができる。
【００８０】
　（４）ダイパッド３６の下面に、そのダイパッド３６に直接接続される金属層８２を形
成するようにした。これらダイパッド３６及び金属層８２によって、半導体素子６０から
発生した熱を効率良く放熱することができる。
【００８１】
　（５）ところで、従来の半導体装置１００を単純にＬＧＡタイプの半導体装置に変更し
た場合には、貫通孔１１２Ｘから露出される配線パターン１１３の下面に、接着剤層１１
２及びテープ状基板１１１を厚さ方向に貫通し、且つテープ状基板１１１の下面よりも下
方に突出する金属層を形成する必要がある。この場合には、その金属層を形成するための
加工時間が長くなり、製造コストが増大するという問題がある。さらに、従来の半導体装
置１００のようにテープ状基板１１１が存在するときに、金属層８１，８２を形成した場
合には、それら金属層８１，８２の形成領域の面積（体積）が著しく異なる。このような
面積差によって金属層８１，８２の厚さばらつきが大きくなる傾向があり、さらに、形成
する金属層８１，８２の厚さが厚くなると、その厚さばらつきが顕著になる。このため、
テープ状基板１１１が存在するときに金属層８１，８２を形成すると、それら金属層８１
，８２の厚さばらつきが顕著になる。
【００８２】
　これに対し、本実施形態では、接着剤層２１の下面２１Ｂよりも下方に突出される金属
層８１，８２を形成し、最終的に支持基板１１を除去するようにした。このため、金属層
８１，８２が支持基板１１の下面よりも下方に突出していなくとも、接着剤層２１の下面
２１Ｂよりも下方に突出するように金属層８１，８２を形成することにより、金属層８１
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，８２を外部接続端子として利用することができる。すなわち、外部接続端子となる金属
層８１，８２の厚さを薄くすることができる。したがって、金属層８１，８２の形成によ
る加工時間の増大を抑制し、製造コストの増大を抑制しつつ、且つ、金属層８１，８２の
厚さばらつきを抑制することができる。
【００８３】
　（他の実施形態）
　なお、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
　・上記各実施形態では、多数個取りの製造方法に具体化したが、単数個取り（一個取り
）の製造方法に具体化してもよい。すなわち、支持基板１０，１１及び接着剤層２０，２
１上に１つの配線基板１，１Ａ（及び半導体装置２，２Ａ）を作製するようにしてもよい
。
【００８４】
　・上記各実施形態では、配線基板１，１Ａに半導体素子６０をワイヤボンディング実装
するようにした。これに限らず、例えば配線基板１，１Ａに半導体素子６０をフリップチ
ップ実装するようにしてもよい。
【００８５】
　・上記第１実施形態において、貫通孔２０Ｘから露出されるパッド３１の下面３１Ｂに
プラグめっきを形成するようにしてもよい。この場合のプラグめっきは、接着剤層２０よ
りも薄く形成される。このため、プラグめっきの形成による加工時間の増大を抑制するこ
とができ、製造コストの増大も抑制することができる。さらに、プラグめっきを形成した
ことによって、外部接続端子６５とパッド３１とをより確実に接合することができる。
【００８６】
　・上記第２実施形態では、金属層８１，８２の下面を接着剤層２１の下面２１Ｂよりも
下方に突出させるようにした。これに限らず、例えばめっき層４５，４６を形成する場合
には、金属層８１，８２を接着剤層２１よりも薄く形成し（又は、接着剤層２１と同等の
厚さに形成し）、めっき層４５，４６を、その下面が接着剤層２１の下面２１Ｂよりも下
方に突出するように形成するようにしてもよい。
【００８７】
　・上記各実施形態では、配線基板１をＢＧＡタイプの半導体装置２に適用し、配線基板
１ＡをＬＧＡタイプの半導体装置２Ａに適用するようにした。これに限らず、例えば配線
基板１，１Ａを、ＣＳＰ（Chip Size Package）やＳＯＮ（Small Out line Non-Lead Pac
kage）等のＢＧＡ及びＬＧＡ以外のタイプの表面実装型パッケージに用いられる配線基板
に具体化してもよい。また、配線基板１，１Ａを発光装置に用いるようにしてもよい。
【００８８】
　図１２は、上記第２実施形態と同様の製造方法により製造することのできる発光装置の
一例を示している。なお、図１２は、発光装置２Ｂがマザーボード等の実装基板８５に実
装された状態を示している。
【００８９】
　発光装置２Ｂは、配線基板１Ｂと、その配線基板１Ｂにフリップチップ実装された１又
は複数の発光素子６０Ａと、その発光素子６０Ａ等を封止する封止樹脂６３Ａとを有して
いる。なお、本例では、発光素子６０Ａを配線基板１Ｂにフリップチップ実装するように
したが、発光素子６０Ａを配線基板１Ｂにワイヤボンディング実装するようにしてもよい
。
【００９０】
　配線基板１Ｂは、接着剤層２２と、配線パターン３９と、金属層８３と、めっき層４８
，４９と、ソルダレジスト層５２とを有している。なお、これら接着剤層２２、配線パタ
ーン３９、金属層８３、めっき層４８，４９、ソルダレジスト層５２はそれぞれ、接着剤
層２１、パッド３８、金属層８１、めっき層４５，４７、ソルダレジスト層５１と同様に
製造することができる。
【００９１】
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　接着剤層２２の上面２２Ａ（第１の面）には、配線パターン３９が形成されている。こ
の接着剤層２２の材料としては、上記接着剤層２１と同様の材料を用いることができる。
なお、接着剤層２２は、接着剤層２１と同様に、製造過程において配線パターン３９と支
持基板とを接着する機能を有する。具体的には、製造過程における接着剤層２２の下面２
２Ｂ（第２の面）には、支持基板１１に相当する支持基板が剥離可能に接着されている。
【００９２】
　接着剤層２２には、複数（図１２では、２つ）の貫通孔２２Ｘが形成されている。これ
ら貫通孔２２Ｘは、接着剤層２２の平面視略中央部、具体的には発光素子６０Ａが実装さ
れる実装領域となる接着剤層２２の厚さ方向を貫通するように形成されている。また、貫
通孔２２Ｘは、配線パターン３９の下面３９Ｂの一部を露出するように形成されている。
なお、各貫通孔２２Ｘは例えば平面視矩形状に形成されている。
【００９３】
　配線パターン３９は、平面視で上記貫通孔２２Ｘと重なるように形成されている。各配
線パターン３９の平面形状は、貫通孔２２Ｘの平面形状よりも大きく形成されている。こ
のため、各配線パターン３９の下面３９Ｂの一部が接着剤層２２に接着され、その下面３
９Ｂの残りの部分が貫通孔２２Ｘから露出されている。各配線パターン３９の下面３９Ｂ
は粗面化されており、微細な凹凸形状が形成されている。
【００９４】
　各配線パターン３９は、例えば平面視矩形状に形成されている。これら複数の配線パタ
ーン３９は、平行に隣接して配置され、開口部３９Ｘによって互いに分離されている。な
お、配線パターン３９の材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる。
【００９５】
　金属層８３は、貫通孔２２Ｘから露出された配線パターン３９の下面３９Ｂを被覆する
ように形成されている。この金属層８３は、接着剤層２２の下面２２Ｂから突出するよう
に形成されている。すなわち、金属層８３の厚さは、接着剤層２２よりも厚く形成されて
いる。この金属層８３の材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる。
【００９６】
　めっき層４８は、金属層８３の下面を被覆するように形成されている。このめっき層４
８は、例えばはんだ８８を介して、実装基板８５に設けられた外部接続用パッドと電気的
に接続される。すなわち、金属層８３及びめっき層４８は、当該発光装置２Ｂをマザーボ
ード等の実装基板８５に実装する際の外部接続端子（電極）として機能する。そして、こ
れら金属層８３及びめっき層４８には、外部の電源から実装基板の配線や外部接続用パッ
ド等を介して給電される。なお、めっき層４８の例としては、上記めっき層４５と同様の
金属層（Ｎｉ／Ａｕ層等）を挙げることができる。
【００９７】
　ソルダレジスト層５２は、配線パターン３９を被覆するように接着剤層２２の上面２２
Ａ上に形成されている。このソルダレジスト層５２には、発光素子６０Ａが実装される実
装領域における配線パターン３９及び接着剤層２２を露出する開口部５２Ｘが形成されて
いる。そして、この開口部５２Ｘから露出された配線パターン３９を被覆するようにめっ
き層４９が形成されている。各めっき層４９は、例えば平面視矩形状に形成されている。
これら複数のめっき層４９は、平行に隣接して配置され、開口部４９Ｘによって互いに分
離されている。このような開口部５２Ｘから露出される各配線パターン３９及び各めっき
層４９は、発光素子６０Ａが接合される接続パッドとして機能する。すなわち、配線パタ
ーン３９は、発光素子６０Ａの搭載部となるとともに、電極として機能する金属層８３と
の接続部となる。なお、めっき層４９の例としては、上記めっき層４７と同様の金属層（
Ｎｉ／Ａｕ層等）を挙げることができる。
【００９８】
　上記ソルダレジスト層５２としては、高い反射率を有する反射膜を用いることができる
。具体的には、この場合のソルダレジスト層５２は、波長が４５０～７００ｎｍの間で５
０％以上（好適には８０％以上）の反射率を有する反射膜を用いることができる。このよ
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うなソルダレジスト層５２は、白色レジスト層や反射層とも呼ばれる。この場合のソルダ
レジスト層５２の材料としては、例えば白色の絶縁性樹脂を用いることができる。白色の
絶縁性樹脂としては、例えばエポキシ系樹脂やオルガノポリシロキサン系樹脂に白色の酸
化チタン（ＴｉＯ２）や硫酸バリウム（ＢａＳＯ４）からなるフィラーや顔料を含有した
樹脂材を用いることができる。また、ソルダレジスト層５２の材料としては、黒色の絶縁
性樹脂を用いることもできる。黒色の絶縁性樹脂としては、例えば遮光性の黒色樹脂に感
光材を混入させた遮光性の黒色レジストを用いることができる。なお、黒色顔料としては
、例えば数種類の顔料を混合したもの、カーボンブラックやチタンブラックなどを用いる
ことができる。
【００９９】
　発光素子６０Ａは、配線パターン３９上に形成されためっき層４９上に実装されている
。具体的には、発光素子６０Ａは、各めっき層４９間に形成された開口部４９Ｘを跨るよ
うに、その開口部４９Ｘの両側に形成された２つのめっき層４９上にフリップチップ実装
されている。より具体的には、発光素子６０Ａの片面（図１２では、下面）に形成された
一方のバンプ６４が上記２つのめっき層４９の一方のめっき層４９にフリップチップ接合
され、他方のバンプ６４が他方のめっき層４９にフリップチップ接合されている。これに
より、発光素子６０Ａは、めっき層４９及び配線パターン３９を介して金属層８３及びめ
っき層４８に電気的に接続されている。そして、発光素子６０Ａは、外部の電源（図示略
）から実装基板８５、めっき層４８、金属層８３、配線パターン３９及びめっき層４９等
を介して給電されて発光する。
【０１００】
　なお、発光素子６０Ａとしては、例えば発光ダイオード（Light Emitting Diode：ＬＥ
Ｄ）や面発光型半導体レーザ（Vertical Cavity Surface Emitting Laser：ＶＣＳＥＬ）
を用いることができる。また、バンプ６４としては、例えば金バンプやはんだバンプを用
いることができる。はんだバンプの材料としては、例えば鉛（Ｐｂ）を含む合金、錫（Ｓ
ｎ）とＡｕの合金、ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を
用いることができる。
【０１０１】
　封止樹脂６３Ａは、発光素子６０Ａ、バンプ６４及びめっき層４９等を封止するように
接着剤層２２の上面２２Ａ上に形成されている。この封止樹脂６３Ａの材料としては、シ
リコーン樹脂に蛍光体を含有させた樹脂材を用いることができる。このような蛍光体を含
有させた樹脂材を発光素子６０Ａ上に形成することにより、発光素子６０Ａの発光と蛍光
体の発光の混色を用いることが可能となり、発光装置２Ｂの発光色を様々に制御すること
ができる。
【０１０２】
　このような構成によれば、上記第２実施形態と同様の効果を奏することができる。さら
に、配線パターン３９の下面３９Ｂに金属層８３を形成したことにより、それら配線パタ
ーン３９及び金属層８３によって、発光素子６０Ａが搭載される基板（接着剤層２２）の
上面２２Ａから下面２２Ｂまでを貫通する電極を形成することができる。これによれば、
電極として機能する金属層８３及びめっき層４８によっても、発光素子６０Ａから発生す
る熱を放熱させることができるため、放熱効率を向上させることができる。さらに、接着
剤層２２の下面２２Ｂよりも下方に突出されためっき層４８を実装基板８５の外部接続用
パッドに直接接続し、発光素子６０Ａに給電するようにした。これにより、ボンディング
ワイヤ等によって配線基板１Ｂの電極と実装基板８５とを電気的に接続する場合に比べて
、発光装置２Ｂ全体を小型化することができる。
【符号の説明】
【０１０３】
　１，１Ａ，１Ｂ　配線基板
　２，２Ａ　半導体装置
　２Ｂ　発光装置（半導体装置）
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　１０，１１　支持基板
　２０，２１，２２　接着剤層
　３０，３５　配線層
　３１，３８　パッド（配線パターン）
　３２，３７　ボンディングパッド
　３６　ダイパッド
　３９　配線パターン（配線層、パッド）
　４０，４１，４２，４５，４６，４７，４８，４９　めっき層
　５０，５１，５２　ソルダレジスト層
　６０　半導体素子
　６０Ａ　発光素子（半導体素子）
　６１　接着剤
　６３，６３Ａ　封止樹脂
　７０，７５　金属箔
　７６　マスク材
　８１，８３　金属層（第１金属層）
　８２　金属層（第２金属層）

【図１】

【図２】

【図３】
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